
白河地方広域市町村圏整備組合 

会計年度任用職員募集要項 

 

会計年度任用職員とは 

地方公務員法第２２条の２第１項の規定に基づき、１会計年度内（４月１日から翌年３月３１

日まで）を任期として任用される一般職の非常勤職員です。  

また、会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法が適用され、条件付採用

や人事評価、懲戒処分、分限処分、その他 地方公務員法に定める服務規定（信用失墜行為の禁

止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止）の対象とな

ります。  

  

●募集職種及び内容 

 一般事務職（事務補助） 

 ※職員の指示のもと、補助的な業務を行っていただきます。 

パソコン操作（ワード・エクセル）による事務作業に対応できる方 

  

●募集人員  １名 

 

●雇用期間  令和８年２月１日から令和８年３月３１日（延長あり） 

 

●就業場所  白河地方広域市町村圏整備組合 総務課内 

       住所 白河市表郷金山字長者久保２番地（白河市役所表郷庁舎２階） 

 

●勤務日、勤務時間  月から金曜日の８時３０分から１７時１５分 

 ※週休日 土、日、祝日            

 

●年齢・学歴・資格等  不問 

※地方公務員法第１６条の規定により、以下の事項に該当する方は応募できません。 

 ・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの人  

 ・白河地方広域市町村圏整備組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日か

ら２年を経過していない人  

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

 



●申込方法  

別紙「白河地方広域市町村圏整備組合会計年度任用職員採用申込書兼履歴書」に必要事項

を記載し写真貼付の上、下記まで提出してください。 

なお、提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。 

 ※提出先 

   〒961-0416 

    白河市表郷金山字長者久保２番地（白河市役所表郷庁舎内） 

    白河地方広域市町村圏整備組合 総務課総務係 

 ※提出期限：令和８年１月２０日（火）必着 

 

●選考方法 

書類選考及び面接で行います。  

※面接を実施する場合は、採用担当者から日時等の連絡をします。 

 

●選考結果 

選考の結果は、採用担当者からお知らせします。 

※選考に合格した場合、任用日が到来するまでは「内定」として扱います。 

 

●勤務条件 

 ※詳細については、ハローワーク求人情報をご覧ください。 

 

●条件付採用期間 

任用日から１か月間を条件付採用期間とし、期間中の勤務成績が良好であった場合に正式

採用となります。なお、勤務した日数等に応じて条件付採用期間を延長する場合がありま

す。 

 

●給与等 

 給料、通勤費、期末手当等を支給します。 

※給料：199,400 円（月額） 

※通勤費：自宅から勤務先までの通勤距離に応じて支給します。 

※期末手当：任用期間が６か月以上 

 

●社会保険（健康保険・厚生年金保険） 

社会保険が適用になります。 

 

●雇用保険 

雇用保険が適用になります。 

 



●労働保険 

労働者災害補償保険法又は市町村非常勤職員の公務災害補償が適用となります。 

 

●年次有給休暇  

任用期間や勤務日数に応じた年次有給休暇が付与されます。 

 

●服務及び懲戒 

常勤職員と同様に、服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為

の禁止、秘密を守る義務、職務専念義務、政治的行為の制限が適用されるとともに人事評

価制度、懲戒処分の対象となります。 

 

○問合せ先 

白河地方広域市町村圏整備組合 総務課総務係 

  電 話：０２４８－２１－５１９３ 

  ＦＡＸ：０２４８－２１－９９５３ 

  E-mail：soumuka@kouiki.shirakawa.jp 

mailto:soumuka@kouiki.shirakawa.jp

